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川崎市火災予防査察規程の一部を改正する訓令 

 川崎市火災予防査察規程（平成１７年消防局訓令第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１３条第６項中「又は一般高圧ガス保安規則様式第５６」を「、一般高圧

ガス保安規則様式第５６又はコンビナート等保安規則様式第３５」に改める。 

第２３条第１項中「一般高圧ガス製造事業所立入検査票（第１１号様式の９

）」を「高圧ガス製造事業所立入検査票（第１１号様式の９）」に改める。 

別表第２中 

「 

９ 夜間の常置場所における危険物移動タンク貯蔵所 

１０ 走行中における危険物移動タンク貯蔵所 

」 

を 

「 

９ 常置場所における危険物移動タンク貯蔵所 

１０ 路上における危険物移動タンク貯蔵所 

」 

に改める。 

様式目次中 

「 

 

」 

を 

「 

 

」 

に改める。 



第１１号様式の９を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附 則 

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

 


